
厚生労働省　総括表参考　様式１－２

部局別等のコスト内訳総括表

（一般会計）

【本省】 (単位：百万円）

大臣官房 医政局 健康局 医薬食品局 食品安全部 労働基準局 職業安定局
職業能力開発

局
雇用均等・児童

家庭局
社会・援護局

障害保健福祉
部

老健局

7,259                 3,753                 2,658                 2,357                 1,440                 2,781                 2,836                 1,284                 1,942                 3,485                 1,667                 1,631                 

2,790                 1,445                 1,024                 908                   555                   1,066                 1,085                 489                   752                   1,334                 641                   623                   

1,087                 562                   398                   353                   215                   416                   424                   192                   291                   522                   249                   244                   

67,309               207,888              411,056              6,861                 1,267                 3,199                 303,887              5,464                 1,985,617            2,938,194            1,329,485            2,204,752            

1.安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくり
を推進すること

23                     207,888              337,755              5,323                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

2.安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進する
こと

-                       -                       64,220               1,538                 1,267                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

3.ディーセントワークの実現に向けて、労働者が安心して快
適に働くことができる環境を整備すること

-                       -                       -                       -                       -                       3,199                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       

4.意欲あるすべての人が働くことができるよう、労働市場に
おいて労働者の職業の安定を図ること

-                       -                       -                       -                       -                       -                       275,698              -                       -                       -                       -                       -                       

5.労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その
能力を十分に発揮できるような環境整備をすること

-                       -                       -                       -                       -                       -                       26,758               5,464                 -                       -                       -                       -                       

6.男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てる
ことなどを可能にする社会づくりを推進すること

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,985,617            -                       -                       -                       

7.ナショナル・ミニマムを保障し、利用者の視点に立った質
の高い福祉サービスの提供等を図ること

-                       -                       -                       -                       -                       -                       1,430                 -                       -                       2,920,102            -                       -                       

8.障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活
動する社会づくりを推進すること

-                       -                       9,080                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       18,091               1,329,485            -                       

9.高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮
らせる社会づくりを推進すること

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       2,204,752            

10.国際化時代にふさわしい厚生労働行政を推進すること 13,814               -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

11.国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること 53,471               -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

78,446               213,649              415,138              10,480               3,479                 7,464                 308,233              7,431                 1,988,603            2,943,536            1,332,044            2,207,252            

一般会計

Ⅰ 人にかかるコスト

Ⅱ ①物にかかるコスト

　 ②庁舎等（減価償却費）

Ⅲ 事業コスト

区　　　　　分

コスト計（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）



(単位：百万円）

保険局 年金局 政策統括官

3,042                 2,019                 2,018                 40,180               

1,169                 772                   774                   15,434               

455                   302                   302                   6,019                 

9,297,312            10,175,744          392                   28,938,433          

1.安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくり
を推進すること

8,981,182            -                       -                       9,532,174            

2.安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進する
こと

-                       -                       -                       67,026               

3.ディーセントワークの実現に向けて、労働者が安心して快
適に働くことができる環境を整備すること

-                       4                       392                   3,596                 

4.意欲あるすべての人が働くことができるよう、労働市場に
おいて労働者の職業の安定を図ること

-                       -                       -                       275,698              

5.労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その
能力を十分に発揮できるような環境整備をすること

-                       -                       -                       32,223               

6.男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てる
ことなどを可能にする社会づくりを推進すること

-                       -                       -                       1,985,617            

7.ナショナル・ミニマムを保障し、利用者の視点に立った質
の高い福祉サービスの提供等を図ること

-                       -                       -                       2,921,532            

8.障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活
動する社会づくりを推進すること

-                       3,257                 -                       1,359,914            

9.高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮
らせる社会づくりを推進すること

316,129              10,172,482          -                       12,693,364          

10.国際化時代にふさわしい厚生労働行政を推進すること -                       -                       -                       13,814               

11.国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること -                       -                       -                       53,471               

9,301,980            10,178,839          3,487                 29,000,068          

【地方局・外局等】 (単位：百万円）

検疫所
国立ハンセン病

療養所
厚生労働本省
試験研究機関

国立更生援護
機関

地方厚生局
都道府県労働

局
中央労働委員

会

6,480                 19,899               6,641                 5,421                 12,686               93,051               1,089                 145,270              

979                   922                   1,222                 4,394                 2,354                 1,784                 118                   11,776               

359                   786                   409                   267                   303                   304                   15                     2,446                 

3,471                 9,159                 3,835                 2,300                 2,040                 11,494               311                   32,612               

1.安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくり
を推進すること

723                   9,159                 505                   -                       1,494                 -                       -                       11,883               

2.安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進する
こと

2,747                 -                       -                       -                       470                   -                       -                       3,217                 

3.ディーセントワークの実現に向けて、労働者が安心して快
適に働くことができる環境を整備すること

-                       -                       -                       -                       -                       781                   311                   1,092                 

4.意欲あるすべての人が働くことができるよう、労働市場に
おいて労働者の職業の安定を図ること

-                       -                       -                       -                       -                       10,623               -                       10,623               

6.男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てる
ことなどを可能にする社会づくりを推進すること

-                       -                       -                       140                   -                       89                     -                       230                   

8.障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活
動する社会づくりを推進すること

-                       -                       -                       2,159                 75                     -                       -                       2,235                 

11.国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること -                       -                       3,329                 -                       -                       -                       -                       3,329                 

11,291               30,767               12,108               12,383               17,385               106,635              1,535                 192,106              

Ⅰ 人にかかるコスト

Ⅲ 事業コスト

コスト計（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）

　 ②庁舎等（減価償却費）

一般会計

合　計

合　計区　　　　　分

Ⅱ ①物にかかるコスト

区　　　　　分

Ⅰ 人にかかるコスト

Ⅱ ①物にかかるコスト

　 ②庁舎等（減価償却費）

Ⅲ 事業コスト

コスト計（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）

一般会計



（特別会計）

【本省】 (単位：百万円）

基礎年金勘定 国民年金勘定 厚生年金勘定 福祉年金勘定 健康勘定
子どものための
金銭の給付勘定

業務勘定 労災勘定 雇用勘定 徴収勘定

- - - - - 178                   2,291                 23,245               39,875               5,617                 

- - 1,329                 - 0                       1,561                 765                   202                   2,101                 -

- 0                       8                       - 5                       560                   205                   2,784                 3,377                 -

21,499,987          5,596,750            38,961,656          3,911                 8,294,133            1,503,252            429,273              1,066,270            2,026,783            59,168               

1.安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくり
を推進すること

- - - - 8,294,133            - - - - -

2.安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進する
こと

- - - - - - - - - -

3.ディーセントワークの実現に向けて、労働者が安心して快
適に働くことができる環境を整備すること

- - - - - - - 1,066,270            31,220               59,168               

4.意欲あるすべての人が働くことができるよう、労働市場に
おいて労働者の職業の安定を図ること

- - - - - - - - 1,886,340            -

5.労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その
能力を十分に発揮できるような環境整備をすること

- - - - - - - - 102,594              -

6.男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てる
ことなどを可能にする社会づくりを推進すること

- - - - - 1,503,252            - - 6,627                 -

7.ナショナル・ミニマムを保障し、利用者の視点に立った質
の高い福祉サービスの提供等を図ること

- - - - - - - - - -

8.障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活
動する社会づくりを推進すること

- - - 3,407                 - - - - - -

9.高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮
らせる社会づくりを推進すること

21,499,987          5,596,750            38,961,656          504                   - - 429,273              - - -

11.国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること - - - - - - - - - -

21,499,987          5,596,751            38,962,994          3,911                 8,294,139            1,505,553            432,536              1,092,503            2,072,137            64,785               

(単位：百万円）

大臣官房 健康局 食品安全部 職業安定局
職業能力開発

局
雇用均等・児童

家庭局
社会・援護局

障害保健福祉
部

老健局 保険局

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       71,208               

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       5,960                 

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       6,941                 

1,228                 5,994                 160                   44,802               26                     621                   497                   3,661                 6,937                 10,565               79,515,686          

1.安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくり
を推進すること

-                       12                     -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       10,565               8,304,711            

2.安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進する
こと

-                       5,982                 160                   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       6,142                 

3.ディーセントワークの実現に向けて、労働者が安心して快
適に働くことができる環境を整備すること

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,156,659            

4.意欲あるすべての人が働くことができるよう、労働市場に
おいて労働者の職業の安定を図ること

-                       -                       -                       44,802               -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,931,143            

5.労働者の職業能力の開発及び向上を図るとともに、その
能力を十分に発揮できるような環境整備をすること

-                       -                       -                       -                       26                     -                       -                       -                       -                       -                       102,621              

6.男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てる
ことなどを可能にする社会づくりを推進すること

-                       -                       -                       -                       -                       621                   -                       -                       -                       -                       1,510,502            

7.ナショナル・ミニマムを保障し、利用者の視点に立った質
の高い福祉サービスの提供等を図ること

-                       -                       -                       -                       -                       -                       497                   -                       -                       -                       497                   

8.障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活
動する社会づくりを推進すること

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       3,661                 -                       -                       7,068                 

9.高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮
らせる社会づくりを推進すること

-                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       6,937                 -                       66,495,110          

11.国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること 1,228                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       1,228                 

1,228                 5,994                 160                   44,802               26                     621                   497                   3,661                 6,937                 10,565               79,599,797          コスト計（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）

　 ②庁舎等（減価償却費）

Ⅲ 事業コスト

Ⅰ 人にかかるコスト

Ⅱ ①物にかかるコスト

区　　　　　分

コスト計（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）

Ⅰ 人にかかるコスト

Ⅱ ①物にかかるコスト

　 ②庁舎等（減価償却費）

Ⅲ 事業コスト

東日本大震災復興特別会計

年金特別会計 労働保険特別会計

区　　　　　分 合　計



【地方局・外局等】 (単位：百万円）

国立更生援護
機関

都道府県労働
局

-                       187                   187                   

-                       0                       0                       

-                       -                       -                       

59                     474                   534                   

3.ディーセントワークの実現に向けて、労働者が安心して快
適に働くことができる環境を整備すること

-                       90                     90                     

4.意欲あるすべての人が働くことができるよう、労働市場に
おいて労働者の職業の安定を図ること

-                       384                   384                   

6.男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てる
ことなどを可能にする社会づくりを推進すること

59                     -                       59                     

59                     662                   721                   

※　一般会計と特別会計間の取引、特別会計間の取引の相殺消去をする前の計数で表示しているため、各計の合計は総括表（様式１-１）の合計と一致しない。

　 ②庁舎等（減価償却費）

Ⅲ 事業コスト

コスト計（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ）

区　　　　　分

Ⅱ ①物にかかるコスト

東日本大震災復興特別会計

合　計

Ⅰ 人にかかるコスト


